別表（第10条関係）　
規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、下表のとおりとする。
	利　用　時　間
	単　価

	１時間以上　～　１．５時間未満
	１，２１３円

	１．５時間以上　～　　　２時間未満
	１，６１７円

	２時間以上　～　２．５時間未満
	２，０２０円

	２．５時間以上　～　　　３時間未満
	２，４２４円

	３時間以上　～　３．５時間未満
	２，８２８円

	３．５時間以上　～　　　４時間未満
	３，２３２円

	４時間以上　～　４．５時間未満
	３，６３５円

	４．５時間以上　～　　　５時間未満
	４，０３９円

	５時間以上　～　５．５時間未満
	４，４４３円

	５．５時間以上　～　　　６時間未満
	４，８４７円

	６時間以上　～　６．５時間未満
	５，２５１円

	６．５時間以上　～　　　７時間未満
	５，６５４円

	７時間以上　～　７．５時間未満
	６，０５８円

	７．５時間以上　～　　　８時間未満
	６，４６２円

	８時間以上
	６，８６６円


　　(注)１時間未満の利用の場合は、日中一時支援給付費の算定はできないものとする。

